
 

令和８年度 

福島県雇用対策協定に基づく事業について 

 

１ 福島県における雇用対策協定（令和８年度事業計画）（案） 

２ 令和８年度福島県雇用対策協定に基づく事業について（案） 

３ 令和８年度福島県雇用対策協定に基づく事業計画（案） 

４ 令和８年度 福島労働局と県内自治体との雇用対策協定 

事業計画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年３月９日 

福島労働局職業安定部 

資料４ 



福島県における雇用対策協定（令和８年度事業計画）（案）

福島県と福島労働局は、相互に密に連携して、東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故による災害からの
本格復興の推進と県民の暮らしの向上に取り組みます。（事業計画は毎年定める。）

１ 震災復興のための雇用対策 ２ 魅力ある職場づくりの推進
「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」との連携した取組

（２） 女性の活躍推進

（１） 雇用と福祉の連携に
よる就労支援

（２） 障がい者就職面接会
の開催

（３） 障がい者の職業能力
開発

（１） 求職者支援訓練と公共
職業訓練の実施に係る総
合的な地域職業訓練実施
計画の策定

（２） 職業訓練の周知と受講
者の就職支援

１ 職業訓練の効果的な実施 ２ 障がい者の就労促進

（１） 高齢者の就業機会
の確保に向けた取組

（２） シルバー人材セン
ター事業の普及とシニ
ア就業の促進

（１） 建設業関係、製造業等の
人材確保対策

（２） 医療・介護・保育分野の
人材確保対策

（３） 外国人材の雇用対策

３ 高齢者の就業促進 ５ 人手不足分野での人材確保

（１） 生活保護受給者等
の生活困窮者に対す
る就労支援の推進

４ 生活困窮者の就労促進

ア 新規学卒者等に対する就職支援
①新規高卒者に対する就職支援
②新規大卒者等及び既卒３年以内の方
に対する就職支援

イ 若者の県内企業への就職促進と職場
定着支援

ウ 就職氷河期世代を含めた中高年層
に対する就職支援

エ 地域若者サポートステーションにおける
若年無業者等への就労支援

オ 正社員転換・待遇改善の推進

（１） 若者の雇用対策の推進・非正規
雇用労働者の雇用の安定と待遇改善

（平成２８年３月２４日締結）

（１） 福島県内外の避難者の帰還・移住促進と雇用の安定
ア ハローワーク富岡等による雇用支援
イ ハローワーク富岡とふくしま生活・就職応援センター富岡事務所
による双葉地域等へ帰還等のための就職、生活就労支援

（２） 福島避難者帰還等就職支援事業の実施

ア 被災地自治体等で構成する福島広域雇用促進協議会が実施す
る福島県雇用促進支援事業による帰還者等への支援

イ 帰還希望者等向けの合同就職面接会の開催
（３） 緊急雇用創出事業による雇用の場の確保及びミスマッチの解消

ア 女性の活躍推進及び仕事と家庭の両立支援
イ 女性の就業希望の実現
ウ 経営者、管理者、女性自身への啓発
エ 企業への「イクボス」宣言（共育プロジェクト）
の推進

ア 労使団体への要請、企業への働きかけ等
イ 多様な働き方の実現、男性の育児休業取得等
の推進

（３）長時間労働対策、年次有給休暇取得促進、
職場の健康・安全確保等



 
 令和８年度 福島県雇用対策協定に基づく事業について（案） 

 

（１）地域ニーズを踏まえた適切な訓練コース 
の設定及びその円滑な実施 

（２）職業訓練の周知のための取組 
（３）職業訓練受講者に対する就職支援 

１ 職業訓練の効果的な実施 

第２ 重点事項 

・労働局と連携した、雇用吸収力を有する事務分野や介護分野

など多様な職業訓練コースの設定。 
・ハローワークが開催する雇用保険受給者説明会で県が実施

する委託訓練の説明。 
・労働局が主体となり実施する公的職業訓練制度及び訓練コ

ースの周知・広報への連携。 
 

・「福島県自立支援協議会就労支援部会」（県）の開催。 
・労働局が開催する障害者就職面接会への協力。 
・「効果的な職業訓練の受講あっせんや、訓練受講生に対する

就職支援を行うための「障がい者委託訓練」の実施。 

 

（１）高齢者の就業機会の確保に向けた取組 
（２）シルバー人材センター事業の普及とシニア 

就業の促進 

３ 高齢者の就業促進 

（１）生活保護受給者等の生活困窮者に対する 
就労支援の推進 

４ 生活困窮者の就労促進 

（１）雇用と福祉の連携による就労支援 
（２）障がい者就職面接会の開催 
（３）障がい者の職業能力開発 

２ 障がい者の就労促進 

（１）建設業関係等の人材確保対策 
（２）医療・介護・保育分野の人材確保対策 
（３）製造業分野における人材確保対策 
（４）外国人材の雇用対策 

５ 人手不足分野での人材確保対策 
・福島県建設業協会が主催する「雇用改善業務推進委員会」へ

の参加 

・「福島労働局人材確保対策推進協議会」（労働局）への参加。 
・「福島県福祉・介護人材育成確保対策会議」の開催。 
・県内企業の魅力を発信する就職情報の提供。 
・再エネ等成長産業５分野への人材マッチング 
・外国人材雇用に関するセミナー及び相談窓口による県内事業

所支援 

・ふくしま生活・就職応援センター富岡事務所での双葉地域

等への帰還のための生活・就労相談や仮設住宅等への巡回

相談を実施。 

・｢福島広域雇用促進支援事業｣を実施し、帰還者の雇用促進

に資するよう事業展開を実施。 

・労働局と共同で合同面接会を開催。 

・緊急雇用創出基金事業の実施。 

・ハローワーク富岡及び浪江地域職業相談室による雇用支援

及び職業相談業務の実施。 

・県外ハローワーク（福島就職支援コーナーを含む）等と連

携を図り、避難者に対してきめ細かい支援を行うことで帰

還促進を図る。また、併せて浜通り地域の移住者と誘致企

業のマッチング促進を図る。 

・県と共同で合同面接会を開催。 

・緊急雇用創出基金（交付金）事業の実施にかかる求人確保 

と就職支援。 

・「福島県高等学校就職問題検討会議」の設置・運営、「福

島県新規高卒者就職促進対策会議」（県）の運営への参

加。 

・県と共同で合同就職面接会や合同企業説明会を開催。 

・県と共同で経済５団体への訪問による求人確保を要請。 

・県と共同で保護者に対する啓発文の送付。 
・県と共同でインターンシップを活用した学生の職業意識の 

醸成を行う。 
・地域若者サポートステーション事業の実施。 
・正社員転換・待遇改善実現に向けた各種支援の実施、雇用

対策（県）での活用依頼。 
・専門窓口であるミドルエールコーナー（福島・郡山）にお 

ける就職から職場定着までの一貫した支援（職業紹介・訓

練等） 
・「ユースエール認定企業」の普及拡大とマッチング強化。 

・生活保護受給者等に対して支援チームによる手厚い就労支

援。 

・児童扶養手当を受給するひとり親家庭等に対して、福島県母

子家庭等就業・自立支援センターによる就業相談や自立支援

プログラムの策定等による就業支援 

・生活困窮者自立支援法に基づき、委託により設置する自立相

談支援窓口による就労支援を行う。 

・「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」の開催。 
・魅力ある職場づくりの推進について、県と連携した労使団

体への要請、企業トップへの働きかけ、企業の先進的取組

事例の情報発信等を実施。 

・「福島県新規高卒者就職促進対策会議」の運営、「福島県

高等学校就職問題検討会議」(労働局)への参加。 

・労働局と共同で合同就職面接会や合同企業説明会を開催。 
・労働局と共同で経済５団体への訪問による求人確保を要

請。 

・労働局と共同で保護者に対する啓発文の送付。 

・学卒者訓練の実施。 

・正社員転換・待遇改善実現に向けた各種支援策の雇用対策

での活用促進の周知・広報。 
・就職氷河期世代を含めた中高年世代の正規雇用促進のため

のセミナーや合同企業説明会、個別相談の実施。 
・地域若者サポートステーション事業(労働局)の周知。 
・SNS 等を活用した県内企業の魅力情報の発信 

・「福島県次世代育成支援企業認証制度」（「働く女性応

援」中小企業認証、「仕事と生活の調和」推進企業認証）

の推進。 

・「子育て女性等の就職支援協議会」への参加、子育て・保

育関連情報提供。 
・民間企業の事業主行動計画策定の周知･啓発。 

・経営者等向けに女性活躍に関するセミナー開催。 

・企業訪問や広報によるイクボスの普及啓発。 
・就職相談窓口における女性の再就職支援 

・「福島県自立支援協議会就労支援部会」（県）への参加。 
・県内各地で障害者就職面接会の実施。 
・県が実施する障がい者委託訓練にかかる効果的な職業訓練

の受講あっせんや、訓練受講生に対する就職支援。 

・法定雇用率の達成に向けた取組の強化。 

・福島県地域職業能力開発促進協議会において求職者支援訓練と

公共職業訓練の実施に係る総合的な「地域職業訓練実施計画」

を策定。 

・地域の訓練ニーズや求職者ニーズを踏まえた訓練コースの設定

により地域に必要な人材育成の推進。 

・職業訓練情報（ﾊﾛｰﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｽｹｼﾞｭｰﾙ：年 4 回作成）、労働局ホー

ムページや複数の SNS ツールを活用した職業訓練の周知 

・ハローワークが開催する職業訓練説明会、訓練施設見学等によ

る誘導。 

・訓練修了 1 か月前の就職未内定者全員への来所相談の実施及び

修了後の就職支援の強化。 

・「生活保護受給者等就労自立促進事業」にかかる支援対象者

への就職支援及び求人・求職動向や訓練ニーズ、公的職業

訓練申込状況、実施状況を県に提供。 
・求職者支援制度による職業訓練や給付金支給を通じた就職

支援。 

・ハローワークと連携し高年齢者雇用確保措置が未実施であ

る企業に対し、計画的かつ重点的な個別指導を実施する。 

また、高年齢者就業確保措置（努力義務）について、事業

主への周知・啓発を通じて生涯現役で働くことができる企

業の普及等に向けた取組を行うとともに、不適切な運用を

行っている企業に対しては個別指導を実施する。 

・ハローワークは、シルバー人材センターと連携し、軽易な就

業等に関する情報提供を積極的に行う等により、高齢者の

就業促進を図る。 

・生涯現役支援窓口（福島・いわき・郡山・会津若松・白河）

での再就職支援。 

・企業や団体を訪問し、女性活躍やワーク・ライフ・バラン

ス、男性の育児休業取得、イクボス、職場の健康・安全確

保等の普及啓発を行うことにより、働き方改革の推進を図

る。 

 

・働き方改革推進支援センターとの連携による中小企業事業

主等への支援。 

・働き方・休み方の見直しに向けた取組の推進のため、ワー

クショップの開催や企業訪問の実施。 

・福島県建設業協会が主催する「雇用改善業務推進委員会」へ

の参加。 

・「福島労働局人材確保対策推進協議会」の開催。 
・「福島県福祉・介護人材育成確保対策会議」（県）及び「地

域別福祉・人材育成確保対策会議」（県）への参加。 
・ハローワークにおけるミニ面接会・見学会の開催。 
・ハローワーク所長の医療・介護・保育３分野の事業所訪問に

よる現状の把握及びハローワークによる充足支援の強化。 
「医療・福祉ささえる求人充足プロジェクト」の実施 

・人材確保対策コーナー（郡山・福島・いわき・会津若松）で

の積極的なマッチング支援。 
・再エネ等成長産業５分野について、求職者の興味を喚起する

取組。 
・外国人労働者の適正な雇用管理に関する助言、援助。 

・くるみん認定・プラチナくるみん認定、えるぼし認定・プ

ラチナえるぼし認定の推進。 
・女性活躍推進法に基づく民間企業の事業主行動計画策定及

び情報公表の取組推進。 

・「子育て女性等の就職支援協議会」の開催、子育て・保育

関連情報提供。 

・企業訪問や広報による共育プロジェクトの普及啓発。 
・マザーズコーナーを中心とした再就職支援。 

福島県が行うもの 連携して取り組む雇用施策 

・労働局やハローワークと連携し、高年齢者雇用安定法に基

づく高年齢者の雇用確保措置の周知啓発。 
・企業のニーズ掘り起こし及び高齢求職者の掘り起こしを行

うマッチング支援員を配置し、高齢者の就業促進を図る。 
・シルバー人材センター事業の普及・促進を図る。 

福島労働局が行うもの 

（１）若者の雇用対策の推進・非正規雇用労働 
者の雇用の安定と待遇改善 

ア 新規学卒者等に対する就職支援 
イ 若者の県内企業への就職促進と職場定着支援 
ウ 就職氷河期世代を含めた中高年層に対する就
職支援 
エ 地域若者サポートステーションにおける若年 

無業者等への就労支援 
オ 正社員転換・待遇改善の推進 

（２）女性の活躍推進 
ア 女性の活躍推進及び仕事と家庭の両立支援 
イ 女性の就業希望の実現 
ウ 経営者、管理者、女性自身への啓発 
エ 企業への『イクボス』宣言（共育プロジェク 
ト）の推進 

２ 魅力ある職場づくりの推進 
「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」との連
携した取組 

 
（１）福島県内外の避難者の帰還・移住促進と 

雇用の安定 
（２）福島避難者帰還等就職支事業の実施 
（３）緊急雇用創出事業（交付金等）による雇 

用の場の確保及びミスマッチの解消 

１ 震災復興のための雇用対策 

（３）長時間労働対策、年次有給休暇取得促進、 
職場の健康・安全確保等 

ア 労使団体への要請、企業への働きかけ等 
イ 多様な働き方の実現、男性の育児休業取得等 

の推進 

第１ 最重点事項 



 H29.3.30職業安定課修正 
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ウ 就職氷河期世代を含めた中高年層に対する就職支援  ·········································· 8 

エ 地域若者サポートステーションにおける若年無業者等への就労支援 ······················· 9 

オ 正社員転換・待遇改善の推進  ·······································································  9 

（２）女性の活躍推進    ························································· 10 

ア 女性の活躍推進及び仕事と家庭の両立支援  ································ 10 

イ 女性の就業希望の実現  ·················································· 11 

ウ 経営者、管理者、女性自身への啓発 ········································ 12 

エ 企業への『イクボス』宣言の推進 ·········································· 12 

（３）長時間労働対策、年次有給休暇取得促進、職場の健康・安全確保等 ·············· 13 

 

第２ 重点事項 

１ 職業訓練の効果的な実施   ················································ 14 

（１）地域ニーズを踏まえた適切な職業訓練コースの設定及びその円滑な実施  ········· 15 

（２）職業訓練の周知のための取組  ·············································· 15 
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（３）職業訓練受講者に対する就職支援  ·········································· 16 

２ 障がい者の就労促進   ····················································· 17 

３ 高齢者の就業促進   ······················································· 18 

（１）高齢者の就業機会の確保に向けた取組   ······································ 18 

（２）シルバー人材センター事業の普及とシニア就業の促進  ························ 18 

４ 生活困窮者の就労促進   ··················································· 19 

（１）生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の推進  ······················ 19 

５ 人手不足分野での人材確保対策   ······································· 20 

（１）建設業関係等の人材確保対策  ·············································· 20 

（２）医療・介護・保育分野の人材確保対策  ······································ 21 

（３）製造業分野における人材確保対策  ·········································· 24  

（４）外国人材の雇用対策  ······················································ 25 
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目標値等：雇用創出数  

     ３，２００人 

前文 

福島県知事と厚生労働省福島労働局長（以下、「福島労働局長」という。）は、東日本大震災及び

福島第一原子力発電所事故による災害からの本格復興の推進と県民の暮らしの向上を図ることを

目的として、相互に連携を密にして、雇用対策を効果的にかつ一体的に取り組む福島県雇用対策協

定を締結した。 

本協定の第２条に基づき、令和７年度において実施する事業を次のとおり定める。 

これにより、福島県と福島労働局は、県内における雇用対策を綿密な連携・協力の下に推進して

いく。 

 

第１ 最重点事項 

 

目標値等：●,●●●人 

 

 

 

（１）福島県内外の避難者の帰還・移住促進と雇用の安定  

新たな国の避難解除を受け、東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により避難していた

住民が、帰還に向けた生活再建のための総合的な雇用支援を行う。 

 

 ○ ハローワーク富岡等による雇用支援  

 「ハローワーク富岡」及び「浪江町地域職業相談室」により、避難者及び避難指示区域（避難

解除区域を含む）に居住していた住民又は地元相双地域に再び帰還等により居住する方などの雇

用の安定を図るための雇用支援を行う。 

 また、「ふくしま生活・就職応援センター富岡事務所」を県富岡合同庁舎内に設置し、被災求

職者の就労による生活再建・自立支援を図る。 

 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

①  県富岡合同庁舎に相談員２名を配置し、双

葉地域等への帰還のための生活・就労相談や

浜通り仮設住宅等への巡回相談を実施。 

① ハローワーク富岡及び浪江町地域職業相談

室において、求人情報の検索、職業相談・

紹介業務を行う。 

② 定期的に「ミニ面接会」を開催し、就職支

援を行う。 

 

１ 震災復興のための雇用対策 
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（２）福島避難者帰還等就職支援事業の実施 

  県は、帰還者等の雇用の安定を図るための取組をより効果的に実施するために、地域による自

主性・創意工夫ある取組を支援する重要性により、平成 25年 5 月 31 日から県と被災自治体等に

よる福島広域雇用促進支援協議会（以下、「協議会」という。）を組織しており、事務局は、県雇

用労政課が引き続き務める。 

また、福島県外に避難している福島帰還希望者に対して、広報紙による各被災自治体等の雇用

支援策の情報発信及び福島県内企業を集めた合同就職面接会を開催するなど帰還促進を図る。 

県と労働局が連携して実施する事業 

①  労働局は、県や被災自治体等により構成された協議会が提案した雇用対策・就職支援の取組

に係る事業の中から、効果が高いと思われる事業（福島県雇用促進支援事業）を協議会へ委託

する。 

② 帰還希望者やＵ・Ｉターン希望者など福島県への就職希望者に対して、福島県内の企業を集

めた合同就職面接会を実施するとともに、県内企業の求人情報や魅力情報を提供する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 県が事務局を務める協議会が｢福島雇用

促進支援事業｣を労働局から受託し、帰還者

の雇用促進に資するように事業展開する。 

② 県内６か所に「ふくしま生活・就職応援

センター」を設置し、被災者のきめ細かい

生活・就労相談を行うことにより、生活再

建・自立へ向けた支援を行う。また、県内

（中通り・会津地方）及び県外の仮設住宅

等への巡回相談を実施する。 

① 福島帰還者等に対し個々のニーズに応じたき

め細かな就職支援を実施する。 

② 県外ハローワーク（福島就職支援コーナーを

含む）等と連携を図り、避難者に対してきめ細

かい支援を行い、帰還促進を図る。 

（３）緊急雇用創出事業活用による雇用の場の確保及びミスマッチの解消 

 被災求職者の就労支援及び産業施策と一体となった安定的な雇用の確保を図ることにより、被

災求職者の生活の安定、産業復興のための人材確保を支援する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

①  原子力災害の影響を受けた本県被災者

について、民間企業・ＮＰＯ等への委託に

よる一時的な雇用機会の確保等を通じ、そ

の生活の安定を図り、次の安定雇用への円

滑な移行につながる人材育成を併せて行

う「原子力災害対応雇用支援事業｣を実施

①  ｢原子力災害対応雇用支援事業｣の実施主体

である福島県・市町村と連携し委託先事業所

に対し、ハローワークへの求人申し込み勧奨

と求人確保及び就職支援を行う。 

② 「ふくしま産業復興雇用支援事業｣を活用す

る事業主に対して、ハローワークへの求人申
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し、併せてハローワークへの求人提出勧奨

を行う。 

②  産業施策と一体となった安定的な雇用

の確保を図る｢ふくしま産業復興雇用支援

事業｣を実施し、当該事業を活用して被災

求職者を雇い入れる事業主に対してハロ

ーワークへの求人提出勧奨を行う。 

し込み勧奨と求人確保及び就職支援を行う。 

 

 

 

 

 

目標値等：●●社以上 

 

 

 魅力ある職場づくりの推進を図っていくため、政労使が参画する「福島県魅力ある職場づくり推

進協議会」との連携した取組を行っていく。 

県と労働局が連携して実施する事業 

①  労働局は県や関係機関を構成員とする「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」を開催し、情

報共有・発信を図るとともに、魅力ある職場づくりの実現のための支援策の周知等を行う。 

②  労使団体への要請、企業トップへの働きかけ、企業の先進的取組事例の情報発信等を行う。 

 
（１）若者の雇用対策の推進・非正規雇用 

労働者の雇用の安定と待遇改善 

ア 新規学卒者等に対する就職支援  

  新規高卒者の円滑な就職促進と未 

 内定者ゼロ、新規大卒者等の県内企業 

への就職促進により、地域経済を支え、 

復興を促進する人材の確保に努める。 

 （ア） 新規高卒者に対する就職支援 

就職支援のノウハウの少ない高校を重

点的に支援し、県内就職の促進を図る。 

 

 

目標値等： 

① 県及び労働局幹部等による企業トップ訪問 18 社以上  

２ 魅力ある職場づくり

の推進 

目標値等： 

①  令和８年３月新卒者の県内就職割合 

７７．０％以上 

（福島労働局調べ） 

②  ユースエール認定企業数 

１０社以上 

③  ハローワークによる正社員就職・正社員転換数 

            ●●,●●●人以上 

④  ハローワークによる正社員求人数 

●●,●●●人以上 

⑤  正社員に結びついた就職氷河期世代を含めた  

中高年世代（概ね 35歳〜59 歳）不安定就労者・

無業者の件数  ●,●●●人以上 
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県と労働局が連携して実施する事業 

① 県主催の「福島県新規高卒者就職促進対策会議」が策定した「新規高卒者就職サポートプログ

ラム」を労働局・県教育委員会等関係機関と共同で実施する。 

② 県と労働局の共催により、県内各方部において就職面接会等を開催する。 

③ 経済５団体への求人確保要請（福島県知事、福島県教育長、福島労働局長の３者による訪問要

請）を行う。 

④ 県内企業（従業員５０人規模以上）への文書による求人確保要請（福島県知事、福島県教育長、

福島労働局長３者連名による文書）を実施する。 

⑤ 県と労働局が共同で、保護者に対する意識啓発を実施する。 

⑥ 12 月段階で未内定者全員をハローワークへ求職登録することについて、福島県教育委員会等を

通じて高等学校側に周知徹底しながら、卒業までに 1人でも多く就職が決まるよう 1月以降集

中支援を実施する。 

⑦ 進路アドバイザーや就職支援ナビゲーターが連携して職業相談・求人情報の提供・個別求人開

拓・職業紹介等の個別支援を行う。 

⑧ 未内定者に対しての新規高卒者等就職面接会を開催する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 「福島県高等学校就職問題検討会議」に福

島県教育委員会と参画する。 

② 福島県教育委員会等が配置する進路アド

バイザー等により、求人開拓、求人確保の提

供、就職準備講習、模擬面接、産業現場での

インターンシップによるキャリア教育推進

等により早期就職決定支援を行う。 

③ 就職後の早期離職を防止し､職場定着を図

るため、高校生への職業講話や新入社員交流

会の開催、企業への定着支援等を実施する。 

① 「福島県高等学校就職問題検討会議」を主催

し、「新規高等学校卒業者の就職に関する申合

せ」事項を策定する。 

② 就職支援ナビゲーターが計画的に学校を訪

問し、支援ニーズの把握に努めるとともに、学

校の進路指導担当者等と連携し、求人開拓、求

人確保の提供、就職準備講習、模擬面接，高校

内外企業説明会、応募前職場見学等の必要な支

援を行う。 

③ 新卒者等の求人事業主から「青少年の雇用の

促進等に関する法律（若者雇用促進法）」に基

づく「青少年雇用情報」の提出を求め、就労

実態等の職場情報を生徒（学生）に提供する

ことによりミスマッチによる早期離職を防止

する。 

④  福島労働局サイト内の「ふくしま高校生・

大学生労働局（特設サイト）」において、初め
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ての就職に不安を抱える高校生等に対して、

採用スケジュール、求人票の見方、各種労働

法令等をわかりやすく解説、高校生等若年者

の就職活動を幅広く支援する。 

 

（イ） 新規大卒者等及び既卒 3年以内の方に対する就職支援 

県と労働局が連携して実施する事業 

①  「新卒応援ハローワーク、ハローワーク」及び｢ふるさと福島就職情報センター｣において、

就職相談や求人企業と学生等によるマッチングを支援するとともに、県と労働局共催により対

面式で「大卒等合同就職面接会」等を開催する。 

② 就職支援ナビゲーターやふるさと福島就職情報センター職員が大学等を訪問して出張相談や

セミナー、個別支援を行う。 

③  「青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、職業紹介事業者等その他の関

係者が適切に対処するための指針」の周知・啓発に努め、既卒３年以内の方の応募機会の拡大

を図る。 

 

県が実施する事業 

①  雇用労政課公式 LINE において、県や市町村が実施するイベント情報や奨学金返還支援、交

通費補助等の就職活動に関する情報について配信する。 

②  ポータルサイトやSNSによる幅広い若年層への情報発信と大学低学年向け企業体験ツアーの

開催により、県内企業や業界及び職業観への理解促進を図る。 

③  就活サイトと連携し、県内企業におけるインターンシップやキャリア教育情報を発信する。 

 

 

イ 若者の県内企業への就職促進と職場定着支援  

  若者の県内企業への就職促進と定着を図り、福島県を支える人材を確保する。 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 中小企業における新規学卒者等の早期離職が多い現状を踏まえ、早期離職防止を図るため、企

業説明会の実施、応募前職場見学会などを積極的に実施する。 

② 「ユースエール認定企業」、「福島県次世代育成支援企業認証取得企業」を主体とした「就職面

接会」や「企業説明会」を開催し、企業が求める人材の円滑な採用と求職中の若者とのマッチン

グ向上を図る。 

③ 進路アドバイザーとハローワークの就職支援ナビゲーターが連携して職場訪問を実施し、新入
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社員への直接面談を通して、早期離職防止を図る。 

④ 雇用環境改善による「魅力ある職場づくり」の取組を関係機関と連携し推進する。 

⑤ 青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）の施行（平成 27 年 10 月 1 日付け）に

係る制度活用の周知・啓発を行う。 

 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

①  新入社員を対象に研修会を開催し、人材

定着を図る。 

②  上記研修会終了後、新入社員を対象に交

流会の開催や巡回相談を実施する。 

③ 各高等学校等に若手社員を派遣して、社

会人講話を実施する。 

 

① 若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理

の状況が優良な「ユースエール認定企業」の情

報発信を強化し、認定企業へのマッチング強化

及び更なる普及拡大を図る。 

② 就職が決まった生徒や学生等に対し、ハローワ

ーク窓口での在職者向け相談支援を周知し、離

職防止を図る。 

 

ウ 就職氷河期世代を含めた中高年層に対する就職支援 

就職氷河期世代を含めた中高年層（概ね 35 歳から 59 歳まで）の不安定就労者等に対し、就職

から職場定着までの一貫した支援を実施する。 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 労働局と県は関係機関を構成員とする「中高年世代活躍応援都道府県協議会」の会議開催によ

り各関係機関等が実施している支援策の情報共有を図る。また、実施計画を策定し、地域全体で

就職氷河期世代を含めた中高年層の就労支援を行う。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① ふるさと福島就職情報センター福島窓口、

ふくしま生活・就職応援センター郡山事務所

等に専門の相談員を配置し、個別相談やオン

ラインセミナーを実施する。 

② 企業に対して「ミドルシニア限定求人」の

登録を勧奨する。 

① 県内ではハローワーク福島及び郡山に専用

窓口を設置し、キャリアコンサルティング・生

活設計・求人開拓等、それぞれの専門担当者が

チームを結成し就職から職場定着まで一貫し

た支援を実施する。 
② 雇用関係助成金の活用周知を行い、不安定な

就労状態にある方の就労促進を行う。 

③ 求職者支援訓練及び福島県、機構福島支部が

実施する職業訓練の積極的な周知・あっ旋を

行う。 
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エ 地域若者サポートステーションにおける若年無業者等への就労支援 

  若年無業者等が充実した職業生活が送れるよう県やハローワーク等関係機関が協働で若者の職

業的自立に向けた就労支援を実施する。 

  また、県が実施する「ひきこもり対策」についても関係機関が連携し支援を実施する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 福島労働局と連携し、地域若者サポートス

テーション事業の周知を図る。 

 

 

① 若年無業者等の職業的自立を促進するた

め、「地域若者サポートステーション事業」

を推進し、受託先である地域若者サポート

ステーションがハローワークや地方公共団

体等と連携し、対象者の誘導強化による登

録促進を図るとともに、相談事業支援、職

場体験・就職支援事業、就職後の定着・キ

ャリア形成支援を組み合わせた包括的な就

労支援を実施する。 

② 高校中退者等への継続的支援を確保するた

め、中途退学し就労への進路変更が明確と

なった者に対し、教育委員会や学校等と地

域若者サポートステーションが連携し、就

労・自立に向けた取組を推進する。 

 

オ 正社員転換・待遇改善の推進 

非正規雇用労働者の正社員への転換・待遇改善の実現に向けた取組みを強力に推進するため、「福

島県の魅力ある職場づくり推進に関する確認事項」の目標に掲げ、福島県内の経営者団体等に対す

る働きかけや気運の醸成を図る。 

 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 県と労働局は、目標達成のために共働で周知・広報に取り組む。 

② 県と労働局は、企業への非正規社員の正社員化の要請を行う。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 
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①  労働局が実施するプランにおける各

種支援策の雇用対策での活用促進の周

知・広報を図る。 

②  企業の魅力アップ奨励金の活用促進

による正社員転換等の推進 

① ハローワークにおける正社員求人の積極的確保

や、わかものや59歳までの中高年層に対する正社

員就職に向けた担当者制による支援事業等 

② 業界団体等に対する非正規雇用労働者の正社員

転換・待遇改善の取組についての要請 

③  キャリアアップ助成金の活用促進による正社員 

転換等の推進 

④  その他正社員転換等に向けた各種施策の実施 

 

（２） 女性の活躍推進 

 

総雇用者数に占める女性の雇用者数の

割合は徐々に伸びており、結婚や出産、育

児を機に離職する女性の割合も減少して

きているが、引き続き女性が退職すること

なく能力を高めつつ働き続けられる、 

男女が共に働きやすい職場環境の実現が 

必要である。 

 

ア 女性の活躍推進及び仕事と家庭の両立

支援  

女性の活躍推進や仕事と家庭が両立

できるよう職場環境の整備について、積極的に企業へ働きかけていく。 

 

県と労働局が連携して実施する事業 

①  労働局は県や関係機関を構成員とする「福島県魅力ある職場づくり推進協議会」を開催し、

情報共有を図るとともに女性の活躍推進に向けた取組を協議し、職業生活における女性の活躍

を推進する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

①   ｢福島県次世代育成支援企業認証制度」

（「働く女性応援」中小企業認証、「仕事と

生活の調和」推進企業認証）及び「働きやす

い職場環境づくり推進助成金制度」「ワー

① くるみん認定（次世代育成支援対策推進法に

基づく認定）、えるぼし認定（女性活躍推進法

に基づく認定）を推進するとともに、福島県が

行う「福島県次世代育成支援企業認証制度」

 

目標値等： 

① くるみん認定・えるぼし認定（プラチナ認定含

む）企業数     １０社以上 

② 次世代育成支援企業認証企業数 ９５社以上 

③ イクボス宣言企業数 ６０社以上 
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ク・ライフ・バランス大賞表彰」「企業の魅

力アップ奨励金」を通し、女性の活躍推進や

両立支援制度等、働きやすい職場環境づくり

を推進する。 

② 労働局が行うくるみん認定（次世代育成支援

対策推進法に基づく認定）、えるぼし認定（女

性活躍推進法に基づく認定）について、支援金

や奨励金により取得を支援する。 

③ 企業の担当者向けのセミナーや働く女性を

対象としたセミナーを開催し、女性が活躍でき

る職場環境づくりに取り組む。 

④ ふくしま女性活躍推進計画に基づき、女性活

躍の推進及び仕事と家庭の両立支援に取り組

む。 

（「働く女性応援」中小企業認証、「仕事と生

活の調和」推進企業認証）について周知啓発を

行う。 

②  事業主等を対象とした雇用管理セミナー

を開催し、女性の活躍推進や仕事と家庭の両

立支援制度について、周知啓発を図るととも

に、県が行う「働きやすい職場環境づくり推

進助成金」等の周知を行う。 

③  女性活躍推進法に基づく、一般事業主行動

計画策定及び情報公表の取組を推進すると

ともに、福島県が作成する女性の職業生活に

おける活躍についての推進計画について助

言等を行うとともに、同計画の推進について

連携を図る。 

④  両立支援等助成金制度により、女性の活躍

推進や仕事と家庭の両立支援に取り組む事

業主を支援する。 

⑤ 改正法（育介法、均等法、労推法、女活法等）

の周知徹底を図るとともに、企業の取組を支

援する。 

 

イ 女性の就業希望の実現 

就職を希望する子育て女性等のために、関係機関が連携し、就職支援や子育て支援に関する

各種情報を共有すること等により、女性の就職支援に係る具体的な連携の在り方を協議しなが

ら総合的な支援を行う。 

 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 労働局は「福島労働局子育て女性等の就職支援協議会」を主催するとともに、子育て女性の就

職支援に取り組む関係機関と情報交換のための「子育て女性等就職支援ネットワーク」を県と形

成し、子育て・保育関連情報等の総合的な支援を実施する。 

 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 福島県男女共生センターが県内４方部で ① マザーズコーナーを設置するハローワーク
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実施しているチャレンジ支援相談において、再

就職やキャリアアップ、起業等の情報を提供す

るほか、内職の斡旋を行う。  

② 求職者を対象とした職業訓練において、子育

て中の女性が受講しやすい託児サービスを付

加した訓練コースを設定し、実施する。 

③ ふるさと福島就職情報センター福島窓口に

おいて、結婚、出産、介護等で離職した女性の

再就職を支援する。 

 

（福島所・いわき所・会津若松所・郡山所）は

じめ県内ハローワークにおいては、関係機関と

連携し、女性の再就職を促進するための総合的

な支援を行う。 

 

ウ 経営者、管理者、女性自身への啓発 

  男女が共に働きやすい職場環境の実現のために、セミナー等を開催し、意識開発及び周知等

を行う。 

 県と労働局が連携して実施する事業 

① 労働局と県は、それぞれの事業主や経営者向けのセミナー等を開催し、意識開発及び周知等を

行う。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 労働局が開催する、女性の活躍推進や仕事と

家庭の両立支援を目的に事業主等を対象とし

た雇用管理セミナーについて、周知等の協力を

行う。 

②  経営者や人事担当者向けのセミナーにお

いて女性活躍や働き方改革の意識啓発を図

る。 

① 事業主等を対象とした雇用管理セミナーを

開催し、女性の活躍推進や仕事と家庭の両立支

援について、意識啓発を図る。 

② 県が実施する経営者等向けの女性活躍に関

するセミナーについて周知等に協力する。 

 

 

エ 企業への『イクボス』宣言の推進 

仕事と家庭生活の両立しやすい職場環境を整備するため、県内企業に対し「イクボス」宣言

等について働きかけを行う。 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 県内経済団体と締結する「新生ふくしま」イクボス宣言促進協定に基づき、労働局は県と連携

して、県内にイクボスを増やすため、県内企業の経営トップへ働きかけを行う。 
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県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 県内企業や関係団体を訪問し、ワーク・ライ

フ・バランスの効用や必要性、長時間労働の

是正など働き方改革への取り組みについて、

普及啓発するとともに、経営者や管理者にイ

クボス宣言を促し、イクボス経営の機運を醸

成する。 

② 県のホームページにおいて､宣言企業につい

て情報発信する。 

①  企業トップ訪問時やくるみん認定企業等

に対し、イクボス宣言（現:共育
ともいく

プロジェク

ト）の働きかけを行う。 

② 労働局ホームページにおいて、宣言企業につ

いて情報発信する。 

②  魅力ある職場づくり推進セミナーにおい

て、イクボス宣言（現:共育プロジェクト）

のリーフレットを配布し、周知啓発を図る。 

 

 

 

（３） 長時間労働対策、年次有給休暇取得 

促進、職場の健康・安全確保等 
 

仕事と生活の調和の実現に向け、長時間 

労働を前提としたこれまでの職場慣行を 

変え、年次有給休暇の取得促進、職場の 

健康・安全確保等に取組むよう、県と連 

携しながら労使団体への要請、企業トップへの働きかけ、企業の先進的取組事例の情報発信等 

を行う。 

また、テレワークや男性の育児休業取得促進等を図ることにより、社会全体の意識改革を含

めた働き方の見直しを推進する。 

 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 労使団体への要請、企業トップへの働き掛け、企業の先進的取組事例の情報発信等を行う。 

② 関係機関と連携し、テレワークや男性の育児休業取得促進等に取り組み、社会全体の意識改革

を含めた働き方の見直しを推進する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 労働局が開催する「福島県魅力ある職場づく

り推進協議会」と連携し、働き方の改革を推進

する。 

 

①  時間外・休日労働時間数が 1ヶ月当たり

８０時間を超えていると考えられている事

業場や長時間労働にわたる過重な労働によ

る過労死等に係る労災請求が行われた事業

場に対し、監督指導を行う。 

目標値等： 

時間外・休日労働時間数が 1ヶ月当たり 80 時間

を超えていると考えられている事業場や長時間に

わたる過重な労働による過労死等に係る労災請求

が行われた事業場の全数に対しての監督指導の実

施 
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②  働き方・休み方の見直しに向けた取組の

推進のため、ワークショップの開催や企業

訪問を行う。 

③  働き方改革推進支援助成金等を活用し

て、長時間労働の抑制やテレワークに取り

組む事業主を支援する。 

 また、両立支援助成金を活用して、男性 

の育児休業取得促進等に取り組む事業主を 

支援する。 

 

 

 

第２ 重点事項      

 

  

 

 

少子高齢化による労働力人口の減少や DXの進展など、急速かつ広範な社会・経済環境の変化に対

応するため、リ・スキリングを含む職業能力開発支援を最重点施策として推進することが求められ

ている。 

年齢、性別、雇用形態等の多様性を踏まえ、誰もが必要なスキルを身につけ、希望するキャリア

を形成できるよう、適切な職業訓練機会を確保することが重要である。これを実現するためには、

地域の産業構造や人材ニーズを踏まえた多様な訓練コースを設定し、公共職業訓練や求職者支援訓

練を効果的かつ効率的に実施することが不可欠である。 

県と労働局の連携のもと、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構福島支部（以下「機構

福島支部」という。）の協力を得て、労働局が主催する「福島県地域職業能力開発促進協議会」に

１ 職業訓練の効果的な実施 
目標値（就職率） 

公共職業訓練  委託訓練  ７５％ 

     施設内訓練 ８２．５％ 

 求職者支援訓練 基礎コース ６０％ 

実践コース ６３％ 
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おいて「福島県地域職業訓練実施計画」を策定し、総合的な計画として効果的に実施していく。 

 

 

（１）地域ニーズを踏まえた適切な職業訓練コースの設定及びその円滑な実施 

 求人・求職者の動向や地域の訓練ニーズを把握し、求職者を対象とした公共職業訓練及び求職者

支援訓練のコース設定を行うとともに、関係機関が連携し、円滑な職業訓練を実施する。 

県と労働局が連携して実施する事業 

①  県と労働局は、コース内容・実施場所・時期・定員を決定する際、ハローワークや労働局

が把握する求人者の技能ニーズや求職者の希望分野等の情報を共有し、地域の雇用動向を踏

まえた調整を行うことで、より効果的な訓練計画を策定する。 

②  福島県地域職業能力開発促進協議会のもとに設置する「公的職業訓練効果検証ワーキング

グループ」において、重点分野の訓練コース修了者や採用企業、訓練実施機関へのヒアリン

グを実施し、結果を分析して改善策を検討することで、地域ニーズに即した訓練コースの充

実を図る。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 県は雇用吸収力を有する事務分野や介護分

野など多様な公共職業訓練のコース設定を行

う。 

② 設定した公共職業訓練コースについて、民

間の教育訓練機関等に委託して実施する。 

 

①  労働局は、地域の産業構造や人材ニーズ

を踏まえ、デジタル分野や介護など人材不

足が顕著な分野を中心に、効果的な職業訓

練コースを計画・設定する。 

② 策定した求職者支援訓練コースは、民間教

育訓練機関が機構福島支部の認定手続きを

経て実施し、地域の人材育成に資するよう

円滑な運営を図る。 

 

（２）職業訓練の周知のための取組 

 設定した職業訓練コースを求職者に広く認知されるよう、様々な機会を捉えて職業訓練の周知

を行う。 

県と労働局が連携して実施する事業 
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① 職業訓練の受講機会を広く周知するため、労働局はハローワーク利用ガイド、ホームページ、

ハロートレーニング検索機能、並びに複数の SNS ツールを活用し、県はテクノアカデミー作

成の訓練案内リーフレットや県公式サイト等を用いて情報発信を行う。 

② テクノアカデミーは、労働局・ハローワークからの依頼に応じ、訓練コース説明会、訓練施

設見学等の広報や職員派遣に協力するとともに、ハローワーク開催の雇用保険受給者説明会

等において、県実施の公共職業訓練の内容を説明する。 

労働局が実施する事業 

① ハローワークが開催する雇用保険受給者説明会等において、地域の産業構造や人材ニーズに

即した職業訓練制度の概要や受講手続きを案内し、求職者に制度を効果的に周知する。 

② ハローワークでの職業訓練説明会や訓練施設見学会を活用し、求職者に対し積極的な参加を

促進。キャリア相談やジョブ・カード作成支援と連携し、訓練受講の動機付けを強化、再就職に

資するスキル習得を後押しします。 

③ ハローワークは、地域の雇用情勢や産業分野に対応した職業訓練を必要とする求職者に対し、

ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを実施し、適切な訓練受講をあっ旋する。

また、一定の要件を満たす場合には給付金を支給し、地域の人材育成と就職支援を強化する。 

④ ハローワークでの職業訓練説明会や訓練施設見学会を活用し、求職者に対し積極的な参加を

促進する。キャリア相談やジョブ・カード作成支援と連携し、訓練受講の動機付けを強化する。 

 

（３）職業訓練受講者に対する就職支援 

訓練受講中から訓練修了後まで、連携を図りながら受講者への就職支援を実施する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① テクノアカデミーは、一人でも多くの訓練受

講者を訓練修了後に就職に結びつけるべく、ハ

ローワークと連携を図りながら、訓練受講者に

対する就職支援を行う。 

② テクノアカデミーは、訓練修了後の訓練受講

者の就職進捗状況を定期的にハローワークに

情報提供を行う。 

③ ふくしま生活・就職応援センターにおいて、

訓練終了後の受講者に対して就職相談やマッ

チング等の支援を行う。 

① ハローワークは、訓練終了の約 1 か月前を

目途に未内定者へ来所相談を行い、個々の

就職希望を確認したうえで、担当者制や求

人紹介などの支援策を組み合わせ、早期就

職の実現を図る。 

② ハローワークにおいて、訓練終了後、実施

機関との情報共有により未内定者の状況を

把握し、希望職種に応じた求人提供や面接

支援を行うなど、就職活動の後押しを強化

する。 
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県内の障がい者の雇用状況は、民間企業に

雇用されている障がい者数6,001.0人、実雇用率2.43％※（令和７年６月１日現在）と過去最高を更

新するなど、着実に改善しているものの実雇用率は、法定雇用率（2.5%）を下回っており、また、

雇用率達成企業割合についても55.3％と、企業の半数程度にとどまっている現状にある。 

令和７年４月から一部業種へ適用される除外率が10%引き下げられ、また、令和８年７月から法定

雇用率が2.7％に引き上げられることもあり、法定雇用率の達成に向け、特に常用労働者100人未満

規模の企業及び除外率が適用される業種の企業に対し、障がい者雇用の理解を促すなど、なお一層

の取組が必要である。  

このため、県と労働局は連携して以下の事業に取り組み、障がい者の就労を促進・強化していく。 

（※障がい者雇用については、短時間勤務を0.5人（精神障がい者は1.0人）、重度障がい者雇用に

ついては×2（ダブルカウント）の換算をしている。）  

県と労働局が連携して実施する事業 

① 県は、労働局等を構成員とする「福島県自立支援協議会就労支援部会」を開催し、関係機関等

と情報共有、連携の緊密化を図る。 

② 労働局は、県及び県内６か所の「障害者就業・生活支援センター」と連携し、就業と生活両面

にわたる支援が必要な障がい者に対して効果的・継続的な支援を実施することにより、円滑な就

職、職場定着を図る。また、県が主催する「福島県自立支援協議会就労支援部会」において、構

成関係機関等と地域の障がい者に対する支援体制の課題について検討・情報共有や連携の緊密化

を図る。 

③  労働局は、県、関係各機関と連携し、県内８会場にて、障がい者と雇用率未達成企業等が一

堂に会する障害者就職面接会を開催する。 

④ 県は、障がい者の多様なニーズに対応した公共職業訓練のコースを設定し、事業所や民間の教

育訓練機関等に訓練を委託する「障がい者委託訓練」を実施し、労働局は、効果的な職業訓練の

受講あっせんや、訓練受講者に対する就職支援を行う。 

⑤ 県は、障がい者等の受入可能な事業所を開拓し、県が事業主に職場内での訓練を委託してその

能力に適した職種についての実地訓練を行い、それにより作業環境に適応させ、職場に対する心

理的不安を取り除きながら技能を身につけ、訓練修了後は、訓練を委託した当該事業所への就職

を目指す。 

⑥ 県は、就業意欲のあるシニア、育児・介護中の短時間労働希望者、障がい者や外国人をはじめ 

とした多様な人材の雇用に対する認識向上を図る企業向けセミナーを開催し、労働局と連携した 

個別相談会を開催して求職者や関係機関とのマッチングを行う。 

２ 障がい者の就労促進 
目標値等 

 民間企業における障がい者雇用率 ２．５％ 
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少子高齢社会が進み、高齢者による労働力不足解消が課題となっており、働く意欲のある高齢者

が、能力や経験を活かすことのできる生涯現役社会を目指すことが求められている。 

 

（１）高齢者の就業機会の確保に向けた取組 

高齢者等が年齢にかかわりなく働き続けることができる生涯現役社会の実現に向け、高年齢者

雇用安定法に基づく、高年齢者雇用確保措置（定年制廃止、定年の引上げ、継続雇用制度の導入）

が確実に実施されるよう、計画的かつ重点的な個別指導を実施するとともに、高年齢者就業確保

措置の周知・啓発及び生涯現役で働くことができる企業の普及等に向けた取組を行う。 

 

（２）シルバー人材センター事業の普及とシニア就業の促進 

 シルバー人材センターは、高齢者の多様な就業ニーズに応じ、地域社会の日常生活に密着した

臨時的かつ短期的又は軽易な業務に係る就業機会を確保提供し、併せて高齢者の生きがいの充実、

社会参加の促進により地域社会の活性化に貢献しており、生涯現役社会の実現のため重要な役割

を果たしている。このため、シルバー人材センター事業の普及を促進するとともに､シニア就業開

拓等を通し、未就業高齢者の就業促進を図る。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

①   県は、労働局やハローワークと連携し、高

年齢者雇用安定法に基づく、高年齢者就業確

保措置の周知啓発を行う。 

②   企業のニーズ掘り起こし及び高齢求職者の

掘り起こしを行うマッチング支援員を配置

し、高齢者の就業促進を図る。 

  

①  労働局とハローワークは、高年齢者雇用確保

措置が未実施である企業に対し計画的かつ重

点的な個別指導を実施する。また、高年齢者就

業確保措置（努力義務）について事業主に対し

周知・啓発を図るとともに、生涯現役で働くこ

とができる企業の普及等に向けた取組を行う。 

② 「生涯現役支援窓口」を設置するハローワー

ク福島・いわき・会津若松・郡山・白河におい

て、概ね 60 歳以上（特に 65 歳以上）の高齢求

職者に対し、手厚い再就職支援を実施する。 

３ 高齢者の就業促進 
目標値等 

 高年齢者雇用確保措置 100％ 

 シルバー人材センター会員数 １２，２０９名 

（※令和 7年 2月末現在の会員数＋240 名で算出） 
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県が実施する事業 労働局が実施する事業 

①  県内の各シルバー人材センターに係る就

業機会開拓、会員拡大を含めた育成指導を

行う（公社）福島県シルバー人材センター

連合会に対し、国補助金と同額の運営費一

部補助を行うとともに、連合会の他県内２

６シルバー人材センターに対する公益社団

法人の指導監督を行い、適正な運営が確保

されるよう取り組む。 

②  生涯現役社会の実現を進めるため、シニ

ア就業開拓（企業訪問）を実施するととも

に、必要なマッチングやキャリアカウンセ

リングを行い、高齢者の就業促進を図る。 

③ 就業意欲のあるシニア、育児・介護中の短 

時間労働希望者、障がい者や外国人をはじ 

めとした多様な人材の雇用に対する認識向上

を図る企業向けセミナーを開催し、労働局と

連携した個別相談会を開催して求職者や関係

機関とのマッチングを行う。 

 

① 労働局は、シルバー人材センターが従来の

請負事業のほか、派遣事業や職業紹介事業に

よって、人手不足分野や現役世代を支える分

野で就業機会・職域拡大ができるよう支援を

行う。 

  併せて、労働者派遣事業及び職業紹介事業

の適正な事業運営就業の指導を行う。 

②  ハローワークは、シルバー人材センター

と連携し軽易な就業等に関する情報提供を

積極的に行う等により、高齢者の就業促進

を図る。 

 

                                               
目標値等 ●●●件 

 

 

（１）生活保護受給者等の生活困窮者に対する就労支援の推進 

生活保護受給者等を含め広く生活困窮者の自立を促進するため、生活保護、児童扶養手当及び

生活困窮者自立支援制度を担当する県の福祉部門と、労働局・ハローワークが、就労支援の目標

を共有するとともに、就労支援における役割分担と連携方法を明確にし、早期支援の徹底、求職

活動状況の共有化等きめ細かな就労支援を推進し、地域社会・経済の維持・活性化に向けて効率

的・効果的な就労支援を実施する。 

県と労働局が連携して実施する事業 

４ 生活困窮者の就労促進 
目標値等 

 生活保護受給者の就職件数 年間 ●●●件 
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① 就職支援ナビゲーターの求職者担当者制によるキャリアコンサルティング等の実施や各種就

労支援メニューを活用し、就労による社会的自立や生活困窮からの脱却を図る。 

② 労働局は、県や福島県社会福祉協議会等関係機関・団体を構成員とする「福島県生活保護受給

者等就労自立促進事業協議会」を開催し、生活困窮者全般への就労支援の付帯的な計画や雇用部

門と福祉部門の各機関の支援施策の役割分担等を協議し連携を強化する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 生活保護受給者に対して支援チームによる

手厚い就労支援を行い生活保護からの自立

を図る。 

② 児童扶養手当を受給するひとり親家庭等に

対して、福島県母子家庭等就業・自立支援セ

ンターによる就業相談や自立支援プログラ

ムの策定等による就業支援により、ひとり親

家庭の自立促進を図る。 

③ 生活困窮者自立支援法に基づき、県が委託に

より設置する自立相談支援窓口による就労支

援を行い、生活困窮者の自立を図る。 

① 生活保護受給者等に対して支援チームによ

る手厚い就労支援を行い、就職を実現する。 

② 保健福祉事務所への定期的な巡回相談を実

施し、早期支援の開始につながる連携強化を図

る。 

③ 児童扶養手当受給者が現況届を提出する時

期（８月）に合わせ、「出張ハローワーク！！

ひとり親全力サポートキャンペーン」と称し、

地方自治体などに臨時相談窓口を設置して、ひ

とり親の就労支援を強化する。 

 

 

 

 
  ①  件 ←令和 7年度目標値 

  ②  人 

 

 

 

 

（１）建設業関係等の人材確保対策 

建設産業においては、復興関連の公共工事、除染作業等の需要増大のため、技能工・技術作業

員等のあらゆる職種での人手不足が顕在化、深刻化している。 

また、建設産業にとどまらず、復興需要に関連した運輸産業、保安等の分野についても人材確

保が課題となっており、必要な対策を講じていく。 

県と労働局が連携して実施する事業 

５ 人手不足分野での人材確保対策 

目標値等 

① 人材不足分野への就職件数 

●,●●●件 

②  医療・介護分野の就業者数（常勤換算） 

  看護職員 ２６，０００人 

 （福島県看護職員需給計画_R６年需要数）  
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①  労働局と県は福島県建設業協会が主催する「雇用改善業務推進委員会」において建設関連職

種の求人・求職動向の分析・説明を行い情報の共有を図るとともに、人材確保における諸問題

や雇用条件の改善につながる方策等を協議し、雇用管理改善に係る取組を推進する。 

②  労働局は、平成３０年度から「福島労働局人材確保対策推進協議会」を設置し、県や福祉分

野に関係する福島県社会福祉協議会及び介護労働安定センター福島支所、福島県看護協会及び

人材不足分野である建設、警備、運輸分野の関係機関・団体等を構成員とし、相互の施策につ

いての理解促進を図るとともに情報を共有して、具体的な連携事項について協議を行う。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 若年就職者の促進という課題への対応の一

環として、福島県建設業協会及び建設関連学科

を有する県立高等学校と連携し、情報や意見の

交換を行い、建設業事業所における高校生等の

職場見学や職場実習を実施することにより、若

年者の就職を促進する。 

② テクノアカデミーにおいて学卒者等を対象

とした建築・電気配管設備等の建設業に関連し

た公共職業訓練を実施するほか、福島労働局及

び機構福島支部が実施する建設業関連の職業

訓練の積極的な周知を行う。 

① 県内ではハローワーク福島、郡山、いわき及

び会津若松に「人材確保対策コーナー」を設置し、

人材確保が顕著な福祉、建設、警備、運輸業な

どの分野の総合専門窓口として運営し、人材確

保に取り組む。 

② 福島県建設業協会が主催する「雇用改善業務

推進委員会」において、県と連携して賃金引上

げ等の処遇改善や福利厚生の充実等を積極的

に働きかけ、「魅力ある職場づくり」を推進し、

建設業界全体のイメージアップを図る。 

③ 福島県及び機構福島支部が実施する建設業

関連の職業訓練の積極的な周知・あっ旋を行

う。 

（２）医療・介護・保育分野の人材確保対策 

医療・介護・保育職等の職場において慢性的な人材不足の状況が続いており、特に相双地域を

中心として、震災や原発事故により労働力の中心的担い手である女性が県内外に避難しているこ

とから、極めて厳しい労働力不足となっているため、医療･介護･保育分野での人材確保を緊急に

図っていく。 

ア【介護人材の確保】 

県と労働局が連携して実施する事業 

① 県は「福島県福祉・介護人材育成確保対策会議」を開催し、福島労働局等関係機関・団体を

構成員として連携のうえ福祉・介護人材の育成と確保を図る。 

② 労働局は、平成 30年度から「福島労働局人材確保対策推進協議会」を設置し、県や福祉分

野に関係する福島県社会福祉協議会及び介護労働安定センター福島支所、福島県看護協会及び

人材不足分野である建設、警備、運輸分野の関係機関・団体等を構成員とし、相互の施策につ

いての理解促進を図るとともに情報を共有して、具体的な連携事項について協議を行う。 
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③ 県と労働局は、福島県社会福祉協議会が開催する「福島県福祉人材センター運営委員会」の

構成員として、関係団体との情報交換や対策を協議するとともに、ハローワークと共同で相談

会、セミナーの開催及び福祉の仕事相談会を開催する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① テクノアカデミーにおいて求職者を対象

とした介護分野の公共職業訓練コースを民

間の教育訓練機関等に委託して実施するほ

か、福島労働局が実施する介護分野の求職者

支援訓練の積極的な周知を行う。 

① 今年度新たに｢医療・福祉ささえる求人充足

プロジェクト｣を実施し、ハローワーク所長

の医療･介護・保育３分野の事業所訪問によ

る現状の把握及び全ハローワークによる充

足支援の強化を実施する。 

② ハローワーク福島、郡山、いわき及び会津

若松に設置した「人材確保対策コーナー」

を中心に、就職支援ナビゲーター等の専門

職員によるきめ細かな職業相談・紹介等を

実施するとともに、「医療・福祉ささえる

求人充足プロジェクト」を推進し、潜在求

職者の積極的な掘り起こし等により、重点

的なマッチング支援を実施する。また、福

島県社会福祉協議会等の関係機関と連携

し、巡回による相談会とセミナーや福祉関

係就職面接会を開催する。 

③ 人材育成面では、求職者支援訓練のほか、

県や公益財団法人介護労働安定センター福

島支所が実施する職業訓練及び講習への積

極的な周知・あっ旋を行う。 

 

 

イ【看護人材の確保】 

県と労働局が連携して実施する事業 

①  県と労働局、県看護協会・県ナースセンター、ハローワークとの連携による「ナースセン

ター・ハローワーク連携事業」を実施し、求職・求人情報の相互共有を図り、手厚いマッチ

ングを行うことにより、看護師等の一層の就業促進を図る。 

②  平成 30 年度から「福島労働局人材確保対策推進協議会」を設置し、県や人材不足分野であ

る看護・福祉分野に関係する福島県社会福祉協議会、介護労働安定センター福島支所、看護
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協会及び建設、警備、運輸分野の関係機関・団体等を構成員とし、相互の施策についての理

解促進を図るとともに情報を共有して、具体的な連携事項について協議を行う。 

 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 看護学生や県外で就業中の看護職員、求職者

等に対して県内の医療機関への就職促進を

図るため、看護職総合支援サイト「福島県看

護職ナビ」

(https://www.f-kango.net/)を運営

し、本県の看護職就職支援情報を発信する。 

② ナースバンク事業、巡回相談会を実施し、求

人求職のマッチングを行うとともに、看護師

等の離職時の届出制度を活用し、復職支援に

取り組む。 

③ ハローワークとの連携による看護補助者の

養成・無料職業紹介を実施する。 

④ 再就業支援研修を実施し、最新の看護や医

療事情に関する講義や看護技術に関する実習

等を行い、復職を支援する。 

⑤ 浜通りの医療機関が、看護職員の確保・定

着を図るための取組を支援する。 

⑥ 南相馬市及び南相馬市内の医療機関の看護

管理者により構成される会議に参加し、看護

職員確保に関する課題や取組等の情報収集を

行う。 

⑦ テクノアカデミーにおいて、求職者を対象

とした看護分野（准看護師）の公共職業訓練

コースを民間の教育訓練機関等に委託して実

施する。 

 

① 今年度新たに｢医療・福祉ささえる求人充足

プロジェクト｣を実施し、ハローワーク所長

の医療･介護・保育３分野の事業所訪問によ

る現状の把握及び全ハローワークによる充

足支援の強化を実施する。 

② ハローワーク福島、いわき、郡山及び会津

若松に設置した「人材確保対策コーナー」

を中心に、就職支援ナビゲーター等の専門

職員によるきめ細かな職業相談・紹介等を

実施するとともに、「医療・福祉ささえる

求人充足プロジェクト」を推進し、潜在求

職者の積極的な掘り起こし等により、重点

的なマッチング支援を実施する。 

③  就職面接会、管理選考（ミニ面接会）を

実施する。 

④  県ナースセンターとの連携による「看護

職巡回就職相談会」をハローワークで実施

する。 

⑤ 労働局は「福島県看護職ナビ」の周知広報

を行う。 

ウ【保育人材の確保】 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

 ① 今年度新たに｢医療・福祉ささえる求人充足
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 プロジェクト｣を実施し、ハローワーク所長

の医療･介護・保育３分野の事業所訪問によ

る現状の把握及び全ハローワークによる充

足支援の強化を実施する。 

② ハローワークが企業説明会・面接会を実施

することにより人材確保に努める。 

③ ハローワーク福島、郡山、いわき及び会津

若松に設置した「人材確保対策コーナー」

を中心に、就職支援ナビゲーター等の専門

職員によるきめ細かな職業相談・紹介等を

実施するとともに、「医療・福祉ささえる

求人充足プロジェクト」を推進し、潜在求

職者の積極的な掘り起こし等により、重点

的なマッチング支援を実施する。 

 

（３）製造業分野における人材確保対策 

 東日本大震災や原子力災害による生産年齢人口の減少、復旧・復興関連求人の増加等により人

材不足が生じており、業務遂行に影響が出ている企業があるほか、県内進出を検討している企業

においても人材確保が課題になっている状況にある。 

 このため、人材確保については、早い段階から労働局やハローワーク等と連携し、地域の就職

状況の把握や人材確保に向けての準備を進めるなど対応を強化する。 

 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

① 高校教員等の企業現場研修を実施し、学校

と企業の相互理解を深める。 

② テクノアカデミーにおいて学卒者等を対象

とした機械・電気等の製造業に関連した公

共職業訓練を実施するほか、機構福島支部

が実施する製造業関連の職業訓練の積極的

な周知を行う。 

 

① ハローワークが企業説明会を実施すること

により人材確保に努める。 

② 雇用関係助成金の活用周知を行い、幅広い

層からの応募しやすい環境づくりを支援す

る。 

③ 福島県及び機構福島支部が実施する製造業

関連の職業訓練の積極的な周知・あっせんを行

う。 
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（４）外国人材の雇用対策 

県内で就労する外国人労働者数は、13,710 人（令和６年 10 月末現在）で昨年より 14.4％増加

し、過去最多となった。県内の生産年齢人口の減少を背景に、今後も人手不足分野を中心に外国

人労働者の増加が見込まれる。 

外国人材受入れに関しては、雇用形態毎に手続きが異なるほか、法制度が複雑でわかりにくい

との県内事業者の声があることから、外国人材の雇用を進めようとする事業者を支援するため、

県と労働局が連携し必要な対策を講じていく。 

県と労働局が連携して実施する事業 

県は労働局と連携して、外国人材雇用に関するセミナーを開催する等により、事業主に対する

外国人労働者の雇用管理の改善に向けた取組を促進する。 

県が実施する事業 労働局が実施する事業 

○1 一般的な制度や実際の採用や定着に関して一

体的に支援を行うサポートデスクを設置し、

県内事業所への相談対応や伴走支援を行うほ

か、外国人雇用に関する認識向上を図るセミ

ナーを開催する。 

②就業意欲のあるシニア、育児・介護中の短時

間労働希望者、障がい者や外国人をはじめと

した多様な人材の雇用に対する認識向上を図

る企業向けセミナーを開催し、労働局と連携

した個別相談会を開催して求職者や関係機関

とのマッチングを行う。 

○1  外国人労働者の適正な雇用管理の確保を図

るため、事業所訪問による雇用管理状況の確

認、改善のための助言・援助等を行う。 

 

 



福島労働局と県内自治体との雇用対策協定事業計画(案)（令和８年度）

※平成30年２月16日締結

１．人材不足分野への対応
（建設、警備、運輸、医療、介
護、保育など）
２．ＩＣＴ、ＡＩなどの新たな技術
や環境にも対応しうる人材育
成
３．ＵＩＪターン促進
４．効果的な職業能力開発を
図るためのリカレント教育の充
実

１．新規学卒者等に対する就
職支援と職場定着率の向上

２．市内企業への就職促進

１．テレワークやフレックスタイ
ム制の推進等長時間労働是
正対策、就労環境の整備、雇
用拡大
２．女性の活躍推進しやすい
職場環境・社会環境整備のた
め、育児・介護休業法、女性
活躍推進法、次世代育成支援
対策推進法などの円滑な施行
について企業等へ働きかける。
３．雇用者の労働生産性向上
につなげる労働分配率の上昇
４．外国人労働者の就職及び
職場定着の促進

１．働く意欲がありながら、就
労を妨げるさまざまな要因を
抱える市民の就職を支援する。

Ⅰ 人材確保支援及び人
材育成の推進

Ⅲ 就労困難者への支援 Ⅳ 若者の雇用対策
Ⅱ 働きやすい環境の整備
（働き方改革）

郡山市 ※平成30年３月22日締結

１．高齢者雇用の確保に向け
た取組

２．シルバー人材センターの事
業普及

３．デジタル社会に対応できる
高齢者の育成

Ⅴ 高齢者の就職支援

南相馬市 ※平成30年10月２日締結

Ⅰ 「ワーク・ライフ・バランス」 の
推進

１．「ワーク・ライフ・バランス」の推進

Ⅱ 全員参加型社会の実現に向
けた取組の強化

１．女性の活躍促進・就労支援の強
化
２．高齢者に対する就労支援の推進
３．障がい者等に対する就労支援の
強化
４．外国人の雇用対策の推進
５．生活保護受給者等生活困窮者へ
の就労支援
６．中高年世代・フリーター・ニート支
援

Ⅲ 若年者への就職支援の充実
Ⅳ 中小企業に対する人材確保
対策の実施

１．若年者等に対する就職支援の充
実

２．高校生等に対するキャリア教育や
就労支援の実施

３．小・中学生に対するキャリア教育

１．中小企業に対する人材確保対策
の実施

Ⅴ 移住・定住の促進

１．移住・定住促進

２．ＵＩＪターンの促進

Ⅵ その他（総合的な雇用対策の
推進）

１．誘致企業に対する支援
２．大量離職者発生時における対応
３．産業雇用情報の共有
４．いわき市雇用安定対策会議の開
催
５．生産性向上等の支援
６．産業人財育成の支援

いわき市

Ⅰ 若年労働力等の確保、
定着の促進

Ⅱ 人材不足分野での人
材確保の推進

Ⅲ 賃上げ・人材活性化・
労働市場強化の推進

Ⅳ 働き方改革の推進
Ⅴ 雇用関係情報の共有・
発信

１．新規学卒者等に対する市
内企業への就職支援

２．就職氷河期世代を含めた
中高年層に対する就職支援

３．若者の職場定着支援

４．ＵＩＪターン促進

１．人材不足業種企業の人材
確保対策

２．外国人材の雇用対策

３．障がい者の就労促進

１．賃上げ等に取り組む事業
主への支援

１．魅力ある職場づくり

２．女性の活躍推進

１．市内企業の求人情報発信

２．地域の雇用情勢等に関す
る情報の共有



伊達市 ※平成31年２月15日締結

Ⅰ 若年者への就職支援の充実

１．新卒者等に対する就職支援と職
場定着の充実

２．市内企業への就職促進

３．市内学校の生徒・児童に対する
キャリア教育の実施

Ⅱ 人材確保対策の実施

１．伊達市地域職業相談室の運営・
管理

２．誘致企業の人材確保対策

３．保育・介護従事者等の人手不足
業種・職種への重点的マッチングの
実施

４．移住・定住促進（ＵＩＪターン）

Ⅲ 全員参加型社会の実現に向
けた取組の強化

１．高齢者・障がい者・外国人に対す
る就労支援等の強化

２．生活保護受給者等生活困窮者へ
の就労支援

３．フリーター・ニートへの就労支援

Ⅳ 働きやすい環境の整備（働き
方改革）の推進

１．「働き方改革」「ワークライフバラン
ス」の実現に向けた取組の推進

２．女性が活躍しやすい職場環境整
備のための企業等への働きかけの
推進

会津若松市

Ⅰ 若年者の就職支援及
び地元定着の促進

１．新規学卒者等に対する充
実した就職支援
２．高校生等に対するキャ リ
ア教育就労支援
３．若年者に対するユース
エール認定企業のＰＲ
４．フリーター・ニートへの就労
支援

Ⅱ 人材不足分野に対す
る雇用支援の拡充

Ⅲ 雇用における「全員参加
型の会津若松市」を実現

Ⅳ 「働き方改革」の推進
Ⅴ 会津若松市への移住・Ｕ
ターン希望者の雇用の確保

１．人材不足業種企業への雇
用管理改善アドバイスの実施

２．人材不足業種企業の求職
者への魅力発信を支援

３．業界団体との連携強化

１．高年齢者・障がい者等に
対する就労支援強化
２．女性活躍推進、育児・介護
との両立支援
３．外国人材の雇用対策
４．生活保護受給者等生活困
窮者への就労支援
５．就職氷河期世代を含めた
中高年層に対する就職支援

１．「働き方改革」の推進、魅
力ある職場づくりに向けた取
組

２．「ワーク・ライフ・バランス」
の推進

３．雇用管理に係る優良認定
企業の周知ＰＲ

１．首都圏等における会津若
松市への移住・Ｕターン希望
者に対する雇用支援

※平成31年３月15日締結

福島市 ※令和2年3月26日締結

須賀川市

Ⅰ 若年者の就職支援及び地元
定着の促進

Ⅱ 女性活躍・ワークライフバラン
ス・働き方改革の推進

１．新規学卒者等に対する就職支援
と職場定着の充実

２．市内企業への就職促進

３．市内学校の生徒・児童に対する
キャリア教育の実施

１．女性が活躍しやすい職場環境整
備と「ワークライフバランス」の実現に
向けた取組の推進

２ ．「働き方改革」の実現に向けた取
組の推進

Ⅲ 人材不足分野での人材確保
と定着支援の拡充

Ⅳ 多文化共生社会の実現に向
けた取組の強化

１．保育・介護従事者等の人材不足
業種・職種への重点的なマッチング
の実施

２．誘致企業の人材確保対策

３．移住・定住促進（ＵＩＪターン）

４．企業整備情報等の共有及び対応

１．外国人の雇用対策の推進

２．福島市役所生活保護受給者等就
労支援窓口の運営・管理

３．高齢者・障がい者等に対する就労
支援の強化

４．就職氷河期世代を含む中高年世
代、フリーター・ニートへの就労支援

Ⅰ 人材確保、人材育成
の促進、人材不足分野で
の人材確保

１．人手不足業種、中小企業
のマッチング支援

２．誘致企業人材確保

３．移住、定着推進

Ⅱ 魅力ある職場づくりの
推進

Ⅲ 若者の雇用対策、若
年者の就職支援、定着

Ⅳ 全員参加型社会の実
現に向けた取組みの強化

Ⅴ 雇用関係情報の共有・
発信

１．各取組の周知広報・推進

２．女性が活躍しやすい職場
環境整備

１．新卒者等に対する就職支
援、職場定着支援

２．地元企業への就職支援

３．小・中・高校へのキャリア
教育

４．事業主、経済団体への求
人確保要請等

１．高齢者の就労支援

２．障害者の就労支援

３．生活保護受給者等生活困
窮者の就労支援

４．フリーター、ニート、外国人
の就労支援

１．労働行政施策の実施に向
けた連携

２．雇用統計等の情報共有
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１．新卒者に対する就職支援
と職場定着支援

２．若年者に対する就職支援

３．市内企業への就職促進

１．「働き方改革」「ワークライ
フバランス」の実現に向けた取
組の推進

２．女性が活躍しやすい職場
環境整備

１．人材不足分野における人
材確保対策

２．誘致企業の人材確保対策

３．移住・定住促進

１．高齢者の就労支援

２．障がい者の就労支援

３．生活保護受給者等生活困
窮者への就労支援

４．中高年世代、フリーター、
ニート、外国人の就労支援

Ⅰ 若年労働力の確保、定
着の促進

Ⅲ 全員参加型社会の実
現に向けた取組の強化

Ⅳ 「働き方改革」の推進
Ⅱ 人材不足分野での人
材確保の推進

二本松市

１．雇用統計等の情報共有

２．市内事業所の求人情報発
信

３．大規模企業整備の際の連
携その他

Ⅴ 雇用関係情報の共有・
発信

本宮市

Ⅰ 若年労働力の確保、定着の
促進

１．新卒者に対する就職支援と職場
定着支援

２．若年者に対する就職支援

３．市内企業への就職促進

Ⅱ 人材不足分野での人材確保
の推進

１．人材不足分野における人材確保
対策

２．誘致企業の人材確保対策

３．移住・定住促進

Ⅲ 全員参加型社会の実現に向
けた取組の強化

Ⅳ 教育訓練、リ・スキリングによ
る能力向上支援

１．高齢者の就労支援

２．障害者の就労支援

３．生活保護受給者等生活困窮者へ
の就労支援

４．就職氷河期世代を含めた中高年
層、若年無業者等、外国人の就労支
援

１．教育訓練、リ・スキリングによる従
業員の能力向上に向けた支援

Ⅴ 「魅力ある職場づくり」の推進

１．「魅力ある職場づくり」、「ワークラ
イフバランス」の実現に向けた取組の
推進

２．女性が活躍しやすい職場環境整
備

Ⅵ 雇用関係情報の共有・発信

１．雇用統計等の情報共有

２．市内事業所の求人情報発信

３．大規模企業整備の際の連携

白河市

Ⅰ 若者の地域就職・定着
支援

Ⅱ 人材不足分野での人
材確保の推進

Ⅲ 全員参加型社会の実
現に向けた取組の強化

Ⅳ 「魅力ある職場づくり」
の推進

Ⅴ 雇用関係情報の共有・
発信

１．新卒者に対する市内企業
への就職・職場定着支援

２．若年者に対する市内企業
への就職支援

１．人材不足分野における人
材確保対策

２．誘致企業の人材確保対策

３．移住・定住促進

１．高齢者の就労支援

２．障がい者の就労支援

３．生活保護受給者、ひとり親
家庭等生活困窮者への就労
支援

４．中高年世代、フリーター、
ニート、外国人の就労支援

１．「働き方改革」「ワークライ
フバランス」の実現に向けた取
組の推進

２．女性が活躍しやすい職場
環境整備

１．雇用統計等の情報共有

２．市内事業所の求人情報発
信

３．大規模企業整備の際の連
携その他
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田村市

Ⅰ 若年者・女性労働力の
確保、定着の促進

Ⅱ 人材不足分野での人
材確保の推進

Ⅲ 全員参加型社会の実
現に向けた取組の強化

Ⅳ 「働き方改革」の推進
Ⅴ 雇用関係情報の共有・
発信

１．新卒者に対する就職支援
と職場定着支援

２．若年者・女性に対する就職
支援

３．市内企業への就職促進

１．田村市地域職業相談室の
運営・管理

２．人材不足分野における人
材確保対策

３．誘致企業の人材確保対策

４．移住・定住促進

１．高齢者の就労支援

２．障害者の就労支援

３．生活保護受給者等生活困
窮者への就労支援

４．就職氷河期世代、フリー
ター、ニート、外国人の就労支
援

１．「働き方改革」「ワークライ
フバランス」の実現に向けた取
組の推進

２．女性が活躍しやすい職場
環境整備

１．雇用統計等の情報共有

２．市内事業所の求人情報発
信

３．大規模企業整備の際の連
携
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